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立
正
大
学
日
蓮
教
学
研
究
所
規
程

（
名
称
及
び
所
在
）

第
１
条　
本
研
究
所
は
、
立
正
大
学
日
蓮
教
学
研
究
所
と
称
す

る
。

第
２
条　
本
研
究
所
は
、
立
正
大
学
学
則
第
２
章
第
９
条
に
拠

り
立
正
大
学
内
に
設
置
す
る
。

（
目
的
及
び
事
業
）

第
３
条　
日
蓮
教
学
及
び
日
蓮
教
団
に
関
す
る
諸
般
の
研
究
を

行
い
、
且
つ
こ
れ
を
発
表
し
以
て
祖
意
を
顕
揚
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
４
条　
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
下
記
の
事
業
を
行

う
。

⑴　

資
料
の
蒐
集
、
整
理
及
び
そ
の
刊
行

⑵　

研
究
及
び
そ
の
成
果
の
刊
行

⑶　

研
究
生
の
指
導

⑷　

研
究
誌
の
刊
行

⑸　

研
究
会
及
び
講
演
会
等
の
開
催

⑹　

そ
の
他

（
組　

織
）

第
５
条　
本
研
究
所
に
下
記
の
職
員
を
置
く
。

⑴　

所
長　
　
　

１
名　

本
研
究
所
を
代
表
し
、
こ
れ
を

統
括
す
る
。

⑵　

副
所
長　
　

１
名　

所
長
を
輔
け
所
長
事
故
あ
る
と

き
は
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
。

⑶　

研
究
主
任　

若
干
名　

各
研
究
班
、
研
究
生
の
指
導

及
び
統
括
を
す
る
。

⑷　

所　

員　
　

若
干
名　

研
究
を
担
当
す
る
。

⑸　

客
員
所
員　

若
干
名　

研
究
に
協
力
す
る
。

⑹　

研
究
員　
　

若
干
名　

研
究
に
従
事
す
る
。

⑺　

顧　

問　
　

若
干
名　

所
長
の
諮
問
に
応
ず
る
。

⑻　

主　

事　
　

１
名　

所
長
の
命
を
受
け
所
務
を
処
理

す
る
。

⑼　

主
事
補　
　

１
名　

主
事
を
輔
け
所
務
を
処
理
す
る
。

第
６
条　
所
長
は
所
員
会
議
の
推
薦
に
も
と
づ
き
、
立
正
大
学

仏
教
学
部
（
以
下
仏
教
学
部
と
す
る
。）
専
任
教
授
中

よ
り
立
正
大
学
長
が
こ
れ
を
任
じ
、
学
校
法
人
立
正

大
学
学
園
総
裁
の
認
証
を
受
け
る
。

第
７
条　
副
所
長
は
所
員
会
議
の
推
薦
に
も
と
づ
き
、
仏
教
学

部
教
授
中
よ
り
所
長
が
こ
れ
を
任
ず
る
。

第
８
条　
研
究
主
任
は
所
員
会
議
に
は
か
り
、
所
員
中
よ
り
所

長
が
こ
れ
を
任
ず
る
。
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第
９
条　
所
員
は
仏
教
学
部
教
授
会
の
構
成
員
で
あ
る
教
授・

准
教
授・

講
師
が
こ
れ
に
就
任
す
る
。

２　

客
員
所
員
は
所
員
会
議
の
推
薦
に
も
と
づ
き
所
長
が

こ
れ
を
委
嘱
す
る
。

第
10
条　
研
究
員
は
所
員
会
議
の
推
薦
に
も
と
づ
き
、
仏
教
学

部
の
助
教・

助
手
及
び
一
般
研
究
者
中
よ
り
所
長
が

こ
れ
を
任
じ
、
又
は
委
嘱
す
る
。

第
11
条　
顧
問
は
所
員
会
議
の
推
薦
に
も
と
づ
き
、
学
識
経
験

者
中
よ
り
所
長
が
こ
れ
を
委
嘱
す
る
。

第
12
条　
主
事
は
所
員
会
議
に
は
か
り
、
所
員
中
よ
り
所
長
が

こ
れ
を
任
ず
る
。

２　

主
事
補
は
所
員
会
議
に
は
か
り
、
所
員・

研
究
員
中

よ
り
所
長
が
こ
れ
を
任
ず
る
。

第
13
条　
所
長・

副
所
長・

研
究
主
任
の
任
期
は
３
年
と
し
、

主
事・

主
事
補
の
任
期
は
１
年
と
す
る
。

２　

顧
問
の
任
期
は
３
年
と
し
、
客
員
所
員・

研
究
員
の

任
期
は
１
年
と
す
る
。

３　

上
記
の
職
員
は
再
任
す
る
こ
と
は
妨
げ
な
い
。

（
研
究
生
）

第
14
条　
本
研
究
所
に
第
４
条
第
３
項
の
目
的
を
達
成
す
る
た

め
に
研
究
生
若
干
名
を
お
く
。

第
15
条　
研
究
生
は
立
正
大
学
大
学
院
修
士
課
程
仏
教
学
専
攻

在
学
者・

卒
業
者
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
者
の
内
よ
り

選
考
す
る
。

第
16
条　
研
究
生
の
選
考
は
筆
記
試
験
及
び
口
述
試
験
に
よ
る

も
の
と
す
る
。

２　

試
験
に
つ
い
て
は
別
に
定
め
る
。

第
17
条　
研
究
生
の
研
究
期
間
は
１
年
と
す
る
。
但
し
、
継
続

を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
18
条　
研
究
生
は
、
毎
年
３
月
末
日
ま
で
に
研
究
の
成
果
を

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
19
条　
研
究
生
の
指
導
に
は
研
究
主
任・

所
員
及
び
研
究
員

が
こ
れ
に
あ
た
る
。

第
20
条　
研
究
生
の
中
に
宗
費
研
究
生
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２　

宗
費
研
究
生
に
つ
い
て
は
別
に
定
め
る
。

（
会　

議
）

第
21
条　
会
議
は
こ
れ
を
所
員
会
議・

運
営
委
員
会
及
び
総
会

と
す
る
。

第
22
条　
所
員
会
議
は
所
長・

副
所
長・

所
員
及
び
主
事
を
以

て
構
成
す
る
。

２　

所
員
会
議
の
招
集
及
び
議
長
は
所
長
が
こ
れ
に
当
る
。

３　

所
員
会
議
は
本
研
究
所
の
人
事
並
に
重
要
事
項
に
関
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し
協
議・

決
定
す
る
。

第
23
条　
運
営
委
員
会
は
所
長・

副
所
長・

研
究
主
任・

主
事・

主
事
補
及
び
運
営
委
員
を
以
っ
て
構
成
す
る
。

２　

運
営
委
員
は
所
員
中
よ
り
所
長
が
こ
れ
を
任
ず
る
。

３　

運
営
委
員
会
の
招
集
及
び
議
長
は
所
長
が
こ
れ
に
当

る
。

４　

運
営
委
員
会
は
本
研
究
所
の
運
営
に
関
す
る
事
項
に

つ
い
て
協
議・
決
定
す
る
。

第
24
条　
総
会
は
本
研
究
所
の
職
員
全
員
を
以
っ
て
構
成
し
、

必
要
に
応
じ
て
開
催
す
る
。

２　

総
会
の
招
集
及
び
議
長
は
所
長
が
こ
れ
に
当
る
。

第
25
条　
本
研
究
所
は
必
要
に
応
じ
て
委
員
会
を
お
く
こ
と
が

で
き
る
。

（
経　

費
）

第
26
条　
本
研
究
所
の
経
費
は
、
立
正
大
学
の
予
算・
宗
務
院

の
交
付
金
及
び
一
般
の
寄
附
に
よ
り
支
弁
す
る
。

第
27
条　
本
研
究
所
の
予
算
は
毎
年
３
月
中
に
所
員
会
議
の
議

を
経
て
こ
れ
を
定
め
、
学
長
の
承
認
を
得
て
こ
れ
を

施
行
し
、
決
算
は
毎
年
４
月
中
に
所
員
会
議
の
承
認

を
経
、
学
長
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則１　

本
研
究
所
内
の
一
般
規
定
は
、
立
正
大
学
学
則
を
準

用
す
る
。

２　

本
規
程
の
変
更
は
所
員
会
議
の
議
決
に
も
と
づ
き
立

正
大
学
長
の
承
認
を
経
て
こ
れ
を
行
う
。

３　

本
規
程
は
、
昭
和
48
年
３
月
14
日
よ
り
発
効
す
る
。

 

本
規
程
は
、
昭
和
61
年
４
月
１
日
改
正
施
行

 

本
規
程
は
、
平
成
８
年
５
月
22
日
改
正
、
平
成
８
年

５
月
22
日
施
行

 

本
規
程
は
、
平
成
19
年
３
月
19
日
改
正
、
平
成
19
年

４
月
１
日
施
行


